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研究施設利用申請について

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました研究施設及び機器の利用については、承認します。なお、利用にあたっては、下記事項にご留意願います。

記

①利用にあたっては、施設職員の指示に従うこと。
②利用目的以外の用途に利用しないこと。
③利用終了後は、清掃、後片付けを行い現状に回復すること。
④搬入機器及び資料は、使用後速やかに撤去すること。なお、利用に際し、必要な消耗品については、利用者の負担とする。
⑤利用にあたっては、承認を得ないで火気を使用しないこととし、特に安全面には十分注意すること。
⑥利用にあたっては、利用者自らが安全点検を行うこと。なお、万一、異常が認められた場合は、その利用を中止すること。
⑦故意又は過失により研究施設及び機器を毀損又は消失したときは、その損害を賠償するものとする。

